
を

す
る
規
程

京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程
の
全
部

改
正

（

）

平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
三
号

京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程
（
平
成
九
年
達
示
第
十
六
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
（
以
下
「
博
物
館
」
と
い
う

）
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。

（
目
的
）

第
二
条

博
物
館
は
、
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
と
し
て
、
学
術
標
本
資
料
に
関
す
る
収
蔵
、
展
示
、
公
開
及
び
教
育
研
究
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関

連
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
研
究
を
行
う
。

一

学
術
標
本
資
料
の
収
集
及
び
そ
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
術
標
本
資
料
の
解
析
及
び
学
術
的
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

三

学
術
標
本
資
料
の
情
報
化
に
関
す
る
こ
と
。

（
館
長
）

第
三
条

博
物
館
に
、
館
長
を
置
く
。

２

館
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

３

館
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４

館
長
は
、
博
物
館
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

（
協
議
員
会
）

第
四
条

博
物
館
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議
員
会
を
置
く
。

２

協
議
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
の
議
を
経
て
館
長
が
定
め
る
。

（
運
営
委
員
会
）

第
五
条

博
物
館
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
館
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

２

運
営
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
館
長
が
定
め
る
。

（
事
務
組
織
）

第
六
条

博
物
館
に
置
く
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
事
務
組
織
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
内
部
組
織
）

第
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
館
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



２

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
任
命
す
る
館
長
の
任
期
は
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

３

次
に
掲
げ
る
規
程
は
、
廃
止
す
る
。

一

京
都
大
学
総
合
博
物
館
協
議
員
会
規
程
（
平
成
九
年
達
示
第
十
七
号
）

二

京
都
大
学
総
合
博
物
館
運
営
委
員
会
規
程
（
平
成
九
年
達
示
第
十
八
号
）

三

京
都
大
学
総
合
博
物
館
長
候
補
者
選
考
規
程
（
平
成
九
年
達
示
第
十
九
号
）


